
一
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一

号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て

い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活

動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一



二
頁

項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。


